


2016(平成28)年

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (PCB特措法) 成立・施行

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (PCB特措法) 改正 (原則と
して計画的処理完了期限の1年前までの処分委託が義務付け)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基
本計画を閣議決定



● トランス類・コンデンサ類の処理が完了 （2019年3月）

安定器等・汚染物

トランス類・コンデンサ類等 2019（平成31）年3月で処理が完了

小型電気機器



トランス・

安定器等・汚染物
運転廃棄物

低濃度
処理物
（無害化処理  
認定処理施設へ）

拭き取り検査
低濃度以下

安定器仕分け

小型電気機器の一部

トランス類・
コンデンサ類等

トランス・

トランス類・
コンデンサ類等 2019年（平成31年）3月で処理が完了しました。

今後1期施設は、操業時と同等の周辺環境への配慮をしながら解体撤去に移行していきます。

油の流れ





※ 北九州事業所では、トランス類・コンデンサ類の処理終了に伴い現在は
　 実施していません。
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※ 安定器等・汚染物

安定器等・汚染物量。

安定器等・汚染物の処理

北九州PCB処理事業

2019（平成31）年3月
処理完了

北海道PCB処理事業

東京PCB処理事業

豊田PCB処理事業
大阪PCB処理事業

トランス類・コンデンサ類等の処理

（原則この1年前までの契約締結義務あり）

北九州PCB処理事業

北海道PCB処理事業

PCB廃棄物処理事業の概要について

プラズマトーチを熱源として、安定器等・汚染物を
高温下において溶融分解する方法
(処理技術名：プラズマ溶融分解法)

2019（平成31）年3月処理完了



四国担当（営業）
06-6575-5580

※本資料内で使用している「トランス類」「コンデンサ類」「安定器等・汚染物」の区分、廃棄物名称はJESCOの料金表等に
　準じています、３kg以上の小型電気機器（小型変圧器・コンデンサー）は「トランス類」「コンデンサ類」に含まれます。

(2011/10 改訂)
(2014/07 改訂)
(2014/12 改訂)
(2017/01 改訂)
(2018/10 増刷)
(2019/00 改訂)

東邦チタニウム
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